
様式第二号の十四(第八条の十七の三関係)
(第l面)

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

平成　26年　　4月　17日 

兵庫県知事　殿 

提出者 
住所神戸市須磨区大池3-1-26 氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名) 

坂井化学工業株式会社 
代表取締役坂井　幸嗣 

電話番号 
078-732-2421 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、平成25年度の特別管理産業 
廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 

事　業　場　の　名　称 ���坂井化学工業株式会社三木工場 

事　業　場　の　所　在　地 ���三木市別所町小林244のl 

事　　業　　の　　種　　類 ���1639　その他有機化学工業製品製造業 

特別管理産業廃棄物処理計画 における計画期間 ���平成25年4月1日一平成26年3月31日 

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値 

項目 �目標値 ��項目 �目標値 

排　　出　　量 �60t ��全処理委託量 �60t 

自ら再生利用を行う �Ot ��優良認定処理業者への �60も 
特別管理産業廃棄物の量 ���処理委託量 

自ら熟回収を行う �Ot ��再生利用業者への �Ot 
特別管理産業廃棄物の量 ���処理委託量 

自ら中間処理により減量する �Ot ��認定熱回収業者への �Ot 
特別管理産業廃棄物の量 ���処理委託量 

自ら埋立処分又は �Ot ��認定熱回収業者以外の �Ot 
海洋投入処分を行う ���熱回収を行う業者への 
特別管理産業廃棄物の量 ���処理委託量 

※事務処理欄 �� 

(日本工業規格A列4番)
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嘲漣髄鞘或

$!紬※小姓や営団議

至芸頑黙諾葺回議

嘲湛榔閏或

奉で粗※捜懸単回議

垂心$㊨

嘲漣轍悶思

$邁葉上報恩彊甘心皿

も翼蛍粗

璃更」森或Y謎濃襲

撃堅怒雷讃愁皿

遼東」閏或軽骨心血

(㊥十㊨)軸亜↓閏異能轍鱒軽口一年良忠心閏毅轟Ⅲ

醐史」軸蔑ふ出口)

密議軽骨心血

軸足0忠的

営団輩曇る㊥

咽的繚e遜

吏」悶或彊甘心Ⅲ

軸吏」閏最澄甘

国師

頭裏山食尽Y製親製

登呂蜜或掘割避馳⑪皿

(青垣射)

軸濫馳駆或

e!粗黙質秦蛾性

か小舎㊥

璃葉山匿毒剖陣

薄真義悶曳軽甘心唖

軸足」匿南国性

欝也のⅢ

劇団繚靴墨轍に

(露二的槌〕Y駐掲蓮珊鞋諜栂.句轟e蕊に賽王事競鞋e一郎晒憤藷㌢幕営土!照射※曲)

(憧鞋詰)哀‥土王且畢畢ぎe茎霊r窯‥土-調和※線　　(黒壁嬰室一関‥嬢鱒$蜜採蝶雑蝿掛軸毒薬)蔑賽攫峨$国産



(第3面)

備考

1　翌年度の6月30日までに提出すること。

2　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理
計画に記載した目標値を記入すること。

4　第2面にば前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①へ⑭の欄のそれぞれに、(l)から

(14)に掲げる量を記入すること。

(l)　①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の重

く2)　②欄　(l)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)　③欄　(l)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)　④欄　(l)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)　⑤欄・(4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)　⑥欄　　自ら中間処理をした後の量

(7)　⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)　⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)　⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)　⑲欄　中間処理及び最終処分を委託した量

(11)　⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6条の11第2号に該当する者)への処理委託量

(12)　⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)　⑲欄　(10)の量のうち、認定熟回収施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の3の3第1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)　⑭欄　(10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
実績値を焼却処理委託量

5　第2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に話載したそれぞれの実績

値を記入すること。

6　特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときには、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第2面の

側により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付
すること。

7　※欄は記入しないこと。


